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【手段（事業内容・どのようなことを行うのか）】

【事業開始のきっかけや他市の状況など】【めざす姿（意図・どのような状態になるのか）】

事業期間

事業の区分

目項
根拠法令

総合計画実施計画策定及び行政評価シート

款
会計

事務事業名

総合計画体系

要求区分
予 算 科 目

■事業費

財
国　 　庫　 　支　 　出　 　金

対象年度

事業

担当課係等

【対象（だれに対して・何に対して行うのか）】

【事業をとりまく環境の変化】

考

備

予算事業名

675
2

R06年度

677

0

0

0

0

677

677

908
15

R07年度

          36.33

923

0

0

0

0

923

923
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少子高齢化という人口構造の急激な変化の下、情報化、国際化、消費
社会化が進行し、家庭、学校、地域、情報、消費の場など青少年を取
り巻く環境にも大きな影響が及んでいる。特にインターネットの普及
は、身近な集団での人間関係を希薄化させ、スマートフォンやパソコ
ン等利用端末の高度化に伴い、インターネットを媒介とした事件も複
雑化かつ多様化し、青少年が被害者となるケースも後を絶たない。

・街頭巡回（夜間特別・夏祭り特別含む）
 ・「青少年の健全育成に協力する店」登録
推進活動
・図書等自動販売機立入調査
・県外視察研修・広報紙発行
・各種研修への参加

【令和 8年度　事業内容】
・街頭巡回（夜間特別・夏祭り特別含む）
 ・「青少年の健全育成に協力する店」登録
推進活動
・図書等自動販売機立入調査
・県外視察研修・広報紙発行
・各種研修への参加

【令和 9年度　事業内容】
・街頭巡回（夜間特別・夏祭り特別含む）
 ・「青少年の健全育成に協力する店」登録
推進活動
・図書等自動販売機立入調査
・県外視察研修・広報紙発行
・各種研修への参加

【令和10年度　事業内容】

青少年の非行・被害の未然防止のため、地域を熟知している青少年相
談員を中心に、街頭巡回、立入調査、県条例の普及啓発活動等を実施
する。また、活動の中心となる青少年相談員の資質向上を目的として
研修等を実施し、変化の激しい社会情勢に対応できる人材の育成に努
める。

青少年相談員設置事業

金額 ( 千円 ) 金額 ( 千円 )

市内青少年相談員（55名）
青少年

04

青少年相談員設置事業経費

主要事業

01
10

継続　（昭和48年度～　　  年度）

結城市青少年ｾﾝﾀｰ設置規則

平成11年4月1日結城市青少年センター設置。令和6年4月1日茨城県内
で、青少年相談員が設置されている。

05

非行防止（被害の未然防止含む）に関する効果的な活動を推進し、青
少年が健全に成長する社会を目指していく。

03

令和 8年度

07 報償費
10 需用費

未来を担う子どもと　生き生きした市民を育む地域を目指そう

生涯学習環境の充実と市民が誇れる芸術文化の創造

青少年の健全育成 生涯学習課

生涯学習係

経常経費



１次評価（１次評価者として判断した今後の事務事業の方向性（改革・改善策））

２次評価（２次評価者として判断した今後の事務事業の方向性（改革・改善策））

種類

■指標

成果

目標

実績

実績

実績

実績

■事業評価

■方向性

指 標 名 単 位

目標

目標

活動

指標

目標

指標

管理課連絡欄

R06年度 R07年度 R08年度

      24.00        0.00        0.00

     100.00        0.00        0.00

青少年の健全育成に協力する店登録推進活動で訪問した店舗数

青少年健全育成に協力する店の市内登録率

      27.00       25.00       25.00

     100.00      100.00      100.00

青少年の健全育成に協力する店訪問数

青少年健全育成に協力する店登録率

□拡充（人・モノ・カネ等の拡充）　□改善改革しながら継続　■現状のまま継続（改善・改革なし）　□統合・新規事業への展開
□縮小　□休止　□廃止・終了　□予定どおりの要求　□一部改善の上要求　□今回は見送り　□その他の処置

青少年相談員の研修を実施することで資質の向上を図るとともに、非行防止に関する活動を関係機関等との連携を強化し、効果的な活
動を引き続き行っていく。

□拡充（人・モノ・カネ等の拡充）　□改善改革しながら継続　□現状のまま継続（改善・改革なし）　□統合・新規事業への展開
□縮小　□休止　□廃止・終了　□予定どおりの要求　□一部改善の上要求　□今回は見送り　□その他の処置

上記評価のとおり

件

％

Ａ 必要性は高い

Ａ 妥当である

方向性の具体的内容

企画調整会議の意見・考え方（１次評価者と同じ場合も記入）

Ａ 妥当である

Ｂ どちらとも言えない

Ａ 偏りは見られない

Ｂ どちらとも言えない

Ａ 順調である

必要性

妥当性

効率性

公平性

有効性

進捗度

総合評価

対応策提言等

将来を担う青少年の健全育成及び非行・被害防止を推進する本事業は重要である。

市で青少年センターを設置し、青少年相談員を任命しているので、市が行う事業として妥
当である。

街頭巡回、有害図書等の自動販売機の立入調査、また市内店舗への訪問等を通して、青少
年を取り巻く環境の健全化に努めている。

現在、課所有公用車において青色回転灯を用いた巡回活動を行っているが、公用車の運転
に市職員の同行が必須となるため、該当職員の負担が大きい。

市内各地区選出相談員だけでなく、市内小中高等学校の教員や中学校PTAからも選出を依
頼し、市内全体で巡回活動を行っている。

活動の性質上、必ずしも、効果がすぐに数値として表れるものではないため。

街頭巡回及び社会環境浄化活動、広報活動等により、青少年が健全に成長する環境の維持
に寄与している。

青少年を取り巻く環境は日々変化しており、青少年相談員のみでそのすべてに対応することは難しい。青少年結城市民会議などの青少
年の健全育成に係る団体や警察・学校と連携して変化に対応し、活動を継続的に行うことが必要である。しかし、教員やPTAから選出
された相談員は、時間帯により活動に参加することが難しく、現状では役員を中心とした特定の相談員に活動の負担が偏っている状況
がある。

新任の相談員には積極的に研修等に参加してもらうことで、役割を理解してもらうとともに資質向上に努める。また、児童・生徒を対
象とした非行防止やSNSを用いた犯罪抑止の広報活動等を積極的に行っていく。

事業の必要性

実施主体の妥当
性

手段の妥当性

コストの効率性
・人員効率

受益者の偏り

成果向上の余地

事業の進捗

上記評価を踏まえて事業全体について評価し、問題点・課題等を指摘してください

この事業を今後どのように改善・改革をしていきますか

      57.00        0.00        0.00

       0.00        0.00        0.00

市内5地区の街頭巡回及び夜間特別巡回の回数
      60.00      100.00       55.00

       0.00        0.00        0.00

市内の街頭巡回回数 回

令和 6年度行政評価シート


